
今後の進め方について

計画公表後の協議会の開催について

1

協議会委員間等における連携

新潟港港湾脱炭素化推進協議会との連携

☞ 協議会については、概ね定例的に年１回の開催を予定。
なお、計画に示されている方向性や脱炭素促進事業の展開
などの見直しが必要と判断される場合は、計画の変更を前
提とした定例外の協議会の開催を実施。（※定例的な開催
時期については今後検討）

☞ 協議会委員事業者と事務局（県）との間の意見交換や
協議会内外の事業者とのビジネスマッチングの取組を通じ、
県支援制度「新潟県カーボンニュートラルポート形成推進
事業」の活用も視野に、実証等の取組を展開。

☞ 協議会での先行事例の視察や、構成員間での情報共有を
実施。

☞ 新潟港港湾脱炭素化推進協議会との間で、先行的な取組の情報共有や、企業間連携を図
るなどの取組により両地域の脱炭素化に向けた取組を推進。

第４回直江津港港湾脱炭素化
推進協議会 資料４


